
規

則

福
島
県
企
業
局

福
島
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
三
年
七
月
二
十
九
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

福
島
県
規
則
第
五
十
八
号

福
島
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
財
務
規
則(

昭
和
三
十
九
年
福
島
県
規
則
第
十
七
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
百
四
十
三
条
第
一
項
中｢

に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
は｣

を｢

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合

に
は｣

に
改
め
、
同
項
第
一
号
中｢

と
き
、｣

を｢

場
合
、｣

に
、｢

と
き
。｣

を｢

場
合｣

に
改
め
、

同
項
第
二
号
及
び
第
三
号
中｢

と
き
。｣

を｢

場
合｣

に
改
め
、
同
項
第
四
号
中｢

前
各
号
の
一｣

を

｢

前
三
号
の
い
ず
れ
か｣

に
、｢

と
き
、｣

を｢

場
合
、｣

に
、｢

と
き
。｣

を｢

場
合｣

に
改
め
、

同
条
第
二
項
中｢

前
項
各
号
の
一｣

を｢

前
二
項
各
号
の
い
ず
れ
か｣

に
、｢

又
は｣

を｢

、
又
は｣

に
、｢

若
し
く
は｣

を｢

、
若
し
く
は｣

に
、｢

あ
る
旨｣

を｢

で
き
る
旨｣

に
改
め
、
同
項
を
同
条

第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

契
約
権
者
は
、
契
約
の
相
手
方
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
が
判
明
し
た
場
合
に

は
契
約
を
解
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
の
約
定
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

契
約
の
相
手
方
が
個
人
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
契
約
の
相
手
方
が
暴
力
団
員(

暴
力
団
員

に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律(

平
成
三
年
法
律
第
七
十
七
号)

第
二
条
第
六
号

に
規
定
す
る
暴
力
団
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。)

、
福
島
県
暴
力
団
排
除
条
例
施
行
規
則(

平
成

二
十
三
年
福
島
県
公
安
委
員
会
規
則
第
五
号)

第
四
条
第
一
号
、
第
三
号
若
し
く
は
第
四
号
に
該

当
す
る
者
又
は
暴
力
団
員
に
よ
り
実
質
的
に
事
業
の
運
営
を
支
配
さ
れ
て
い
る
者
で
あ
る
場
合

二

契
約
の
相
手
方
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
契
約
の
相
手
方
が
福
島
県
暴
力
団
排
除
条

例
施
行
規
則
第
四
条
各
号
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
場
合

三

契
約
の
相
手
方
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
契
約
の
相
手
方
の
役
員(

暴
力
団
員
に
よ

る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
第
九
条
第
十
五
号
ロ
に
規
定
す
る
役
員
を
い
う
。)

が

暴
力
団
員
又
は
福
島
県
暴
力
団
排
除
条
例
施
行
規
則
第
四
条
第
一
号
、
第
三
号
若
し
く
は
第
四
号

に
該
当
す
る
者
で
あ
る
場
合

四

契
約
の
下
請
又
は
資
材
若
し
く
は
原
材
料
の
購
入
に
係
る
契
約
に
当
た
り
、
そ
の
相
手
方
が
前

三
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
、
そ
の
相
手
方
と
当
該
契
約
を
締
結
し
た
と

認
め
ら
れ
る
場
合

五

契
約
の
相
手
方
が
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
の
規
定
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
を
当
該
契
約

の
下
請
又
は
資
材
若
し
く
は
原
材
料
の
購
入
に
係
る
契
約
の
相
手
方
と
し
て
い
た
場
合(

前
号
に

該
当
す
る
場
合
を
除
く
。)

に
お
い
て
、
契
約
権
者
が
契
約
の
相
手
方
に
求
め
た
当
該
契
約
の
解

除
に
契
約
の
相
手
方
が
応
じ
な
か
つ
た
と
き
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

入
札
監
理
課)

福
島
県
企
業
局
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す
る
｡

平
成
23年
７
月
29日

福
島
県
知
事
佐
藤
雄
平

福
島
県
企
業
局
管
理
規
程
第
８
号

福
島
県
企
業
局
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

福
島
県
企
業
局
財
務
規
程
(昭
和
44年
福
島
県
企
業
局
管
理
規
程
第
８
号
)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
｡

第
191条

第
１
項
中
｢に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
は
､
｣
を
｢の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場

合
に
は
｣
に
改
め
､
同
項
第
１
号
中
｢と
き
､
｣
を
｢場
合
､
｣
に
､
｢と
き
｡
｣
を
｢場
合
｣
に
改

め
､
同
項
第
２
号
及
び
第
３
号
中
｢と
き
｡
｣
を
｢場
合
｣
に
改
め
､
同
項
第
４
号
中
｢前
各
号
の
一
｣

を
｢前
３
号
の
い
ず
れ
か
｣
に
､
｢と
き
､
｣
を
｢場
合
､
｣
に
､
｢と
き
｡
｣
を
｢場
合
｣
に
改
め
､

同
条
第
２
項
中
｢前
項
各
号
の
一
｣
を
｢前
２
項
各
号
の
い
ず
れ
か
｣
に
､
｢､
契
約
｣
を
｢契
約
｣

に
､
｢あ
る
旨
｣
を
｢で
き
る
旨
｣
に
改
め
､
同
項
を
同
条
第
３
項
と
し
､
同
条
第
１
項
の
次
に
次
の

１
項
を
加
え
る
｡

平成23年７月29日 金曜日 福 島 県 報 号外第54号1

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行(

当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日)

目

次

規

則

○
福
島
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則

一

福
島
県
企
業
局

○
福
島
県
企
業
局
財
務
規
程
の
一
部
を
改

正
す
る
規
程

一

福
島
県
病
院
局

○
福
島
県
病
院
局
財
務
規
程
の
一
部
を
改

正
す
る
規
程

二

福
島
県
教
育
委
員
会

○
福
島
県
教
育
庁
組
織
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則

二

○
福
島
県
教
育
関
係
職
員
定
数
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例
の
施
行
期
日
を
定

め
る
規
則

三



福
島
県
病
院
局

福
島
県
教
育
委
員
会

２
契
約
権
者
は
､
契
約
の
相
手
方
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
が
判
明
し
た
場
合
に

は
契
約
を
解
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
の
約
定
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡

�
契
約
の
相
手
方
が
個
人
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
契
約
の
相
手
方
が
暴
力
団
員
(暴
力
団
員

に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
(平
成
３
年
法
律
第
77号
)
第
２
条
第
６
号
に
規

定
す
る
暴
力
団
員
を
い
う
｡
以
下
同
じ
｡
)
､
福
島
県
暴
力
団
排
除
条
例
施
行
規
則
(平
成
23年

福
島
県
公
安
委
員
会
規
則
第
５
号
)
第
４
条
第
１
号
､
第
３
号
若
し
く
は
第
４
号
に
該
当
す
る
者

又
は
暴
力
団
員
に
よ
り
実
質
的
に
事
業
の
運
営
を
支
配
さ
れ
て
い
る
者
で
あ
る
場
合

�
契
約
の
相
手
方
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
契
約
の
相
手
方
が
福
島
県
暴
力
団
排
除
条

例
施
行
規
則
第
４
条
各
号
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
場
合

�
契
約
の
相
手
方
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
契
約
の
相
手
方
の
役
員
(暴
力
団
員
に
よ

る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
第
９
条
第
15号
ロ
に
規
定
す
る
役
員
を
い
う
｡
)
が
暴

力
団
員
又
は
福
島
県
暴
力
団
排
除
条
例
施
行
規
則
第
４
条
第
１
号
､
第
３
号
若
し
く
は
第
４
号
に

該
当
す
る
者
で
あ
る
場
合

�
契
約
の
下
請
又
は
資
材
若
し
く
は
原
材
料
の
購
入
に
係
る
契
約
に
当
た
り
､
そ
の
相
手
方
が
前

３
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
､
そ
の
相
手
方
と
当
該
契
約
を
締
結
し
た
と

認
め
ら
れ
る
場
合

�
契
約
の
相
手
方
が
第
１
号
か
ら
第
３
号
ま
で
の
規
定
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
を
当
該
契
約

の
下
請
又
は
資
材
若
し
く
は
原
材
料
の
購
入
に
係
る
契
約
の
相
手
方
と
し
て
い
た
場
合
(前
号
に

該
当
す
る
場
合
を
除
く
｡
)
に
お
い
て
､
契
約
権
者
が
契
約
の
相
手
方
に
求
め
た
当
該
契
約
の
解

除
に
契
約
の
相
手
方
が
応
じ
な
か
つ
た
と
き
｡

附
則

こ
の
規
程
は
､
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
｡

(経
営
企
画
課
)

福
島
県
病
院
局
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す
る
｡

平
成
23年
７
月
29日

福
島
県
病
院
事
業
管
理
者

�
地
英
夫

福
島
県
病
院
局
管
理
規
程
第
１
２
号

福
島
県
病
院
局
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

福
島
県
病
院
局
財
務
規
程
(平
成
16年
福
島
県
病
院
局
管
理
規
程
第
５
号
)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
｡

第
186条

第
１
項
中
｢に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
は
､
｣
を
｢の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場

合
に
は
｣
に
改
め
､
同
項
第
１
号
中
｢と
き
､
｣
を
｢場
合
､
｣
に
､
｢と
き
｡
｣
を
｢場
合
｣
に
改

め
､
同
項
第
２
号
及
び
第
３
号
中
｢と
き
｡
｣
を
｢場
合
｣
に
改
め
､
同
項
第
４
号
中
｢前
各
号
｣
を

｢前
３
号
｣
に
､
｢と
き
､
｣
を
｢場
合
､
｣
に
､
｢と
き
｡
｣
を
｢場
合
｣
に
改
め
､
同
条
第
２
項

中
｢前
項
各
号
の
い
ず
れ
に
も
｣
を
｢前
２
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
｣
に
､
｢あ
る
旨
｣
を
｢で
き
る

旨
｣
に
改
め
､
同
項
を
同
条
第
３
項
と
し
､
同
条
第
１
項
の
次
に
次
の
１
項
を
加
え
る
｡

２
契
約
権
者
は
､
契
約
の
相
手
方
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
が
判
明
し
た
場
合
に

は
契
約
を
解
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
の
約
定
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡

�
契
約
の
相
手
方
が
個
人
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
契
約
の
相
手
方
が
暴
力
団
員
(暴
力
団
員

に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
(平
成
３
年
法
律
第
77号
)
第
２
条
第
６
号
に
規

定
す
る
暴
力
団
員
を
い
う
｡
以
下
同
じ
｡
)
､
福
島
県
暴
力
団
排
除
条
例
施
行
規
則
(平
成
23年

福
島
県
公
安
委
員
会
規
則
第
５
号
)
第
４
条
第
１
号
､
第
３
号
若
し
く
は
第
４
号
に
該
当
す
る
者

又
は
暴
力
団
員
に
よ
り
実
質
的
に
事
業
の
運
営
を
支
配
さ
れ
て
い
る
者
で
あ
る
場
合

�
契
約
の
相
手
方
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
契
約
の
相
手
方
が
福
島
県
暴
力
団
排
除
条

例
施
行
規
則
第
４
条
各
号
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
場
合

�
契
約
の
相
手
方
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
契
約
の
相
手
方
の
役
員
(暴
力
団
員
に
よ

る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
第
９
条
第
15号
ロ
に
規
定
す
る
役
員
を
い
う
｡
)
が
暴

力
団
員
又
は
福
島
県
暴
力
団
排
除
条
例
施
行
規
則
第
４
条
第
１
号
､
第
３
号
若
し
く
は
第
４
号
に

該
当
す
る
者
で
あ
る
場
合

�
契
約
の
下
請
又
は
資
材
若
し
く
は
原
材
料
の
購
入
に
係
る
契
約
に
当
た
り
､
そ
の
相
手
方
が
前

３
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
､
そ
の
相
手
方
と
当
該
契
約
を
締
結
し
た
と

認
め
ら
れ
る
場
合

�
契
約
の
相
手
方
が
第
１
号
か
ら
第
３
号
ま
で
の
規
定
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
を
当
該
契
約

の
下
請
又
は
資
材
若
し
く
は
原
材
料
の
購
入
に
係
る
契
約
の
相
手
方
と
し
て
い
た
場
合
(前
号
に

該
当
す
る
場
合
を
除
く
｡
)
に
お
い
て
､
契
約
権
者
が
契
約
の
相
手
方
に
求
め
た
当
該
契
約
の
解

除
に
契
約
の
相
手
方
が
応
じ
な
か
っ
た
と
き
｡

附
則

こ
の
規
程
は
､
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
｡

(病
院
総
務
課
)

福
島
県
教
育
庁
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
三
年
七
月
二
十
九
日

福
島
県
教
育
委
員
会

福
島
県
教
育
委
員
会
規
則
第
五
号

福
島
県
教
育
庁
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
教
育
庁
組
織
規
則(

平
成
二
十
年
福
島
県
教
育
委
員
会
規
則
第
四
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
十
条
第
一
号
中｢

こ
と｣

の
下
に｢

(

特
別
支
援
教
育
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。)

｣

を
加
え
る
。

第
十
二
条
中
第
六
号
を
第
九
号
と
し
、
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
を
三
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
条
に

第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
と
し
て
次
の
三
号
を
加
え
る
。
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【定価 １箇月 3,390円】 発行者 福 島 県
印刷所 株式会社 第 一 印 刷再生紙を使用しています｡

一

県
立
特
別
支
援
学
校
の
設
置
、
廃
止
、
組
織
編
制
及
び
管
理
運
営
に
関
す
る
こ
と
。

二

県
立
特
別
支
援
学
校
の
校
長
及
び
教
員
の
定
数
及
び
人
事
に
関
す
る
こ
と
。

三

特
別
支
援
学
校
及
び
特
別
支
援
学
級
に
係
る
幼
児
、
児
童
及
び
生
徒
の
就
学
の
奨
励
に
関
す
る

こ
と
。

第
十
三
条
第
一
号
及
び
第
二
号
中｢

こ
と｣

の
下
に｢

(

特
別
支
援
教
育
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の

を
除
く
。)

｣
を
加
え
る
。

第
十
四
条
第
三
項
の
表
学
校
教
育
課
の
項
第
六
号
中｢

基
本
研
修｣

を｢

福
島
県
教
育
セ
ン
タ
ー
が

行
う
研
修｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
三
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

教
育
総
務
課)

福
島
県
教
育
関
係
職
員
定
数
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規
則
を
こ
こ
に

公
布
す
る
。

平
成
二
十
三
年
七
月
二
十
九
日

福
島
県
教
育
委
員
会

福
島
県
教
育
委
員
会
規
則
第
六
号

福
島
県
教
育
関
係
職
員
定
数
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規

則

福
島
県
教
育
関
係
職
員
定
数
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例(
平
成
二
十
三
年
福
島
県
条
例
第
四
十

八
号)

の
施
行
期
日
は
、
平
成
二
十
三
年
八
月
一
日
と
す
る
。

(

教
育
総
務
課)

平成23年７月29日 金曜日 福 島 県 報 号外第54号3


